
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.193                                令和 4 年 8 月 15 日 

8月 15日現在の予定です。 

時勢により、急遽変更となる 

場合があります。 

緊急通報装置って知っていますか？ 
 

市内の６５歳以上の一人暮らしや高齢者のみの世帯で、健康や日常生活に不安のある方を対象として、

急病やケガ等の緊急事態が発生したときに対応するための連絡装置です。 

今回、その装置が据置型から携帯型となり、新しい機能や対応が充実しました。 

①緊急時の対応 

緊急時に、登録した協力員等に連絡します。協力員等がすぐに対応できない場合、警備会社等による 

駆けつけサービスで対応します。また通報者の状況に応じて、必要と判断した場合は、 

救急・消防に通報してくれます。 

②安否確認サービス 

毎日の安否確認、その他コールセンターが２４時間体制で、通報者との会話から通報者の状況に応じた 

適切な対応を行います。 

③健康・介護相談サービス 

コールセンターに配置された専門職（看護師、介護職等）が、日常生活や健康状態などの相談に 

対応します。相談内容により必要な場合は地域包括支援センターや介護支援専門員など関係各所 

へ連絡されます。 

 

 

 

装置の利用やくわしい説明を希望される方は、東部包括支援センターまでご連絡ください！！ 
    22-0248 

 

五和だよりのバックナンバーを掲載中のホームページは、             

で検索、または右の QRコードから 

ご覧いただけます。 

スマホでも見ることができます。 

日田市五和公民館 

TEL：23-5622 

FAX：22-4127 

🔎 日田市五和公民館 

五和地区（2022/7/31時点） 

●人口   2,404人 

●世帯数  1,131世帯 

東部包括支援センターより 

ひたむき健活（ウォーキング）事業が 

振興センターでも申し込めるようになりました 

① 申込書を記入 ウェルピア・各振興局・振興センターにあります 

市内に住所がある 18歳以上の方 ～令和 4年１１月３０日まで受付中！ 

② 毎日ウォーキングの歩数を記録 最低目標歩数は 4,000歩／日 

目標歩数を達成してマスを埋めよう！ 毎日歩けば 60日で達成🐾 

最大 4ケ月以内に達成で記念品をプレゼント🎁 

   年度内に 3回までチャレンジでき、記念品も 3回受け取れます 

くわしくは健康支援係へ TEL：24-3000 

 

イラスト著作権： 

がくげい 

         

２０２２年 4 月より、改正民法が施行され、日本における

成年年齢が、今までの２０歳から１８歳へと引き下げられま

した。 

日田市では令和 5 年より「成人式」から「２０歳のつど

い」と名称を改め、２０歳を節目とするお祝いの式典をおこ

なうこととしています。 

 

開催日：令和 5年 1月 8日（日） 

場  所：パトリア日田 

対象者：平成１４年 4月 2日～平成１５年 4月１日 

       に生まれた方 

 

※日田市内に住民票のある対象者は、１２月中に 

日田市より案内ハガキが届きます。 

※日田市外に在住で、住民票を市外に移されている方 

は、参加申込みが必要です。 

日田市社会教育課（22-6868）もしくは五和公民館 

（23-5622）までご連絡ください。 

受付期間：令和 4年 8月 1日～１１月２２日（火） 

9 月行事予定 

コール 
センター 

※費用は毎月 990 円ほどかかります 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五和地区情報 

公民館主催・共催事業 

虐待や経済的な理由などにより、実の親と暮

らすことのできない子どもたちを家庭に迎え入れ

る方たちを里親といいます。 

また、その制度を里親制度といいます。 

里親さんには、長期で預かる里親・短期で預

かる里親など、いろいろな形があります。 

健やかな育ちの場を必要としている子どもた

ちのために、里親に関して興味のある方は聞きに

来られませんか？ 

 

 

 

日田市こども家庭相談室 

担当 安達 

TEL:22-8230 

 

里親説明会のお知らせ 

子ども家庭相談室より 

令和 4年 8月 23日（火）13：30～15：30 

五和公民館 和室にて 

２２日。今夜の女性セミナーは三隈高校ギターマン

ドリン部さんによるコンサート    軽やかながら迫

力ある音色に、ゆったりと癒されました。 

１２日。まなびのセミナーでは鯉川薫先生に、こけ玉

作りを教えていただきました。丸くするにはコツが必

要でしたが、皆さん可愛く仕上がりましたね        

２３日。文化財保護課・自治会長会さんと合同で、

ガランドヤ古墳歴史講演会を行いました。馴染み

ある遺跡にもっとくわしくなりましたね            

１７日。石井神社では数年ぶりとなりましたお祭り

が行われました。神事のみとなりましたが、ひさび

さのお祭りに笑顔があふれました✨ 

川﨑邦輔さんは、石井町

1丁目自治会長を 6年務

められ、うち 3年は五和地

区振興協議会の会長も兼

任されました。 

五和の地域発展のため尽

力していただきましたこと

に、振興協議会より退任

にあたって、社協の樋口会

長と共に、感謝状が贈ら

れました。 

巡回相談のお知らせ 

ひた生活支援相談センターより 

ひた生活支援相談センターでは、様々な理由

で生活にお困りの方や、病気などで不安を抱え

ている方、また、就労などで困っている方の相談

会を開催しています。 

相談は無料で予約は不要です。 

なかなか人に相談しづらいな…と思っている

ことはありませんか？ 

どうぞ気持ちを軽くして、お話をしにきてみて

ください。 

 

 

 

ひた生活支援相談センター 

相談員 江藤 

TEL:23-5299 

令和 4年 9月 13日（火）9：30～11：30 

五和公民館 和室にて 

本人通知制度を活用しましょう 

本人通知制度とは、事前に登録した方の、戸籍謄本や住民票の写しなどを、第三者（含む代理

人）に交付した場合、その事実を登録者本人にお知らせする制度です。※交付を制限するものでは

ありません。 

このお知らせによって、不正請求や不正取得の早期発見につながり、不正防止のアピールになりま

す。 

この制度の利用は希望者に限るため、事前の登録が必要です！ 

   対象⭕日田市に住所登録がある orあった方、日田市に本籍がある orあった方 

   場所⭕日田市役所市民課、各振興局、各振興センター 

   本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）をお持ちください。 

 

 

ご不明な点は市民課（22-8252）まで📞 

 
五和振興センターでも👌 

今月は選挙がありましたね。五和公民館では期日

前投票も行っており、たくさんの方が足を運びまし

た。次回も皆さんぜひお越しください    

健康マージャン教室開講にあたって、 

ご家庭にある不要な麻雀グッズを募集 

いたします。 

麻雀卓・麻雀牌・麻雀マットなど… 

譲ってもいいよ！という方は、 

五和公民館（23-5622）まで 

ぜひご連絡ください           
まなびのセミナー 女性セミナー 

ガランドヤ歴史講演会 

石井神社祭り 第 26回参議院議員通常選挙 

定員に空きのある事業（教室） 

もあります。 

ちょっと気になるなと思ったら、 

ぜひお問い合わせください♪ 


